
鈴鹿市告示第１９８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、次のと

おり本市の字の区域を変更したので、同条第２項の規定により告示する。 

なお、字の区域の変更の効力は、当該告示の日から生ずるものとする。 

令和６年１０月１日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市伊船町字北上ノ割に編入する区域 

鈴鹿市伊船町字中上ノ割２３０９の１、２３１１の１、２３１２の１、２３１２の

６、２３１２の７、２３１３の１、２３１３の４、２３１４の１７、字北下ノ割２０

９５、２０９６、２０９７、２０９８、２０９９、２１００、２１０１の１、２１０

１の３、２１０２の３、２１１３の１、２１１３の５、２１１４の１、２１１５の１、

２１１６、２１１７、２１１８、２１１９、２１２０の１、２１２０の２、２１２１

の１、２１２１の６、２１２２の３、２１２４の１、２１２４の３、２１６８の５、

２１６８の６、２１６８の１２、２１６８の１７、２１６８の１８、２１６９の３、

２１６９の６、２１７１の６、２１７２の１、２１７３の１、２１７３の２、２１７

４、２１７５、２１７６、２１９２の３、２１９２の４、２１９２の５、２１９２の

２７及びこれらの区域に介在する道路である公有地の一部 


